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第
七
十
九
巻

九
/、

第
四
歩

。

『
資
本
論
』
に
お
げ
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
時

i
l封
建
論
争
の
方
法
論
的
検
討
川

l
l

ネ冨

よ二示

品

正

実

講
座
沢
理
論
の
欠
陥

論
争
史
を
か
え
り
み
る
と
つ
ぎ
白
と
お
り
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
封
建
論
争
に
お
け
る
荒
要
な
論
争
点
の
一
づ
は
、

「
資
本
論
』
第

巻
白
「
介
益
経
営
と
農
民
的
分
割
地
所
有
」
、

す
な
わ
ち
「
本
源
的
地
代
形
態
か
ら
資
本
制
的
地
代
へ
の
過
波
形
態
一

〔
『
資
本
前
』
品
開

宅島

j-B 
訳

青
木
文
庫
版

ω
一一一二
0
ペ
ー
ジ
〕
を
ど
の
上
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
問
題
の
焦
点
は
、

明
治
以
降
の
農
民
的
土
地
所
有
へ
分
割
地
所
有
範
噌
セ
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
た
。
て
は
、
問
題

は
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
い
わ
ゆ
る
労
農
派
は
わ
が
国
小
作
料
士
分
割
地
所
有
に
も
と
づ
く
「
前
資
本
主
義

的
」
地
代
と
し
て
規
定
す
る
の
に
た
い
し
て
、
仙
万
て
は
い
わ
ゆ
る
講
座
派
は
地
主
的
土
地
所
有
を
封
建
的

l
半
封
建
的
土
地
所
有
と

し
て
、
分
割
地
所
有
範
時
の
適
用
を
原
則
的
に
否
認
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
」
門
柴
原
百
寿
つ
農
業
問
題
入
門
』
-
一
八
八
ペ
ー
ジ
ー

し
か
し
、
そ
の
上
う
た
点
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
問
題
の
核
心
は
、
介
割
地
所
有
を
適
用
す
る
己
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
自
体
に
あ
づ
た
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
背
後
に
ひ
そ
ん
で
い
た
α

す
な
わ
ち
、
基
本
的
た
問
題
は
、
明
治
以
降
の



農
民
的
土
地
所
有
の
社
会
的
本
質
を
封
建
的
と
規
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
近
代
的
と
規
定
す
る
か
と
い
一
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、
農
業
革
命

の
具
体
的
内
脊
を
め
ぐ
る
こ
の
論
争
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
主
義
論
争
と
か
た
く
む
す
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
突
に
、
こ
の
点
に
、

こ
の
論
争
の
か
ぎ
り
な
い
友
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
他
方
て
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
反
省
し
て
み
る
こ

と
も
、
現
在
て
は
モ
れ
な
り
に
新
し
い
窓
義
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
、
主
義
に
た
h

い
す
る
評
佃
白
問
題
も
そ
う

で
あ
る
が
、
突
に
農
業
理
論
に
か
ん
し
て
、
講
政
派
も
労
農
派
も
、
共
通
の
致
命
的
た
方
円
以
論
的
欠
陥
を
い
士
だ
に
吏
版
で
さ
ず
に
い

る
の
で
あ
る
。

己
の
欠
陥
は
、
栗
原
白
寿
氏
が
そ
の
劃
期
的
な
論
文
「
わ
が
国
小
作
料
の
地
代
論
的
研
究
」
の
な
か
で
王
し
く
指
摘
さ

れ
た
よ
う
に
h

同
氏
『
農
業
問
題
の
基
礎
明
前
』
一
口
一
二
ペ
ー
ジ
参
照
〕
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
つ
ぎ

ω点
に
あ
一
ら
わ
れ
て
い
る
u

す
な
わ
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0
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3

ち
、
こ
の
両
派
は
い
ず
れ
も
、
農
民
的
分
割
地
所
有
を
一
義
的
に
、
そ
の
社
会
的
本
質

(
l支
配
と
緑
属
の
関
係
の
本
質
)
が
完
余
L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

近
代
的
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
)
な
所
有
形
態
だ
と
方
法
論
的
に
前
提
し
、
モ
の
前
提
の
う
え
に
立
っ
て
議
論
を
す
す
め
た
の
て
あ
る
u

「
し
た
が
っ
て
、
地
代
形
態
に
つ
い
て
い
う

た
と
え
ば
、
小
池
基
之
氏
は
、
講
座
派
の
立
場
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
沿
ら
れ
る
υ

た
b
ぱ
、
半
封
建
地
代
と
資
本
制
地
代
へ
の
過
渡
的
形
磁
と
は
、
眠
ぽ
史
段
階
的
な
相
違
J

し
あ
り
、
封
建
制
地
代
と
資
本
制
地
代
と
の
中

間
形
態
と
し
て
の
、
ま
た
は
「
封
建
地
代
て
も
な
い
資
本
家
的
地
代
て
も
止
な
い
と
い
ふ
意
味
に
沿
い
て
」
の
、
「
過
渡
的
地
代
純
時
」

た
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
円
「
過
眼
的
地
代
範
暗
に
つ
い
て
」
『
経
済
評
論
」

(
昭
和
二
十
二
年
一
一
一
月
号
〕

一
一
ペ
ー
ジ
〕
。
ぃ
、
つ
ま

て
も
な
く
、

「
封
建
的
地
代
て
も
な
い
資
本
家
的
地
代
て
も
た
い
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
」
の
過
渡
的
地
代
範
除
、
つ
ま
り
「
封
建
的

所
有
て
も
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
て
も
た
い
と
い
う
意
味
に
ゐ
い
て
」
の
過
渡
的
土
地
所
有
形
態
は
、
ど
己
に
も
存
在
し
な
い
。
こ

う
い
っ
た
議
論
の
す
す
め
方
は
、
周
知
白
よ
う
に
、

「
半
封
建
地
代
は
、
い
か
に
、
農
村
経
済
が
ほ
と
ん
ど
商
品
流
通
と
貸
融
市
経
済
と

の
網
に
織
り
こ
ま
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
直
接
的
左
収
取
関
係
の
笑
休
が
性
質
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
封
建
地
代
の
範
暗
に

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
合
割
地
所
有
』
範
時

第
七
十
九
巻

九
ィι

体
四
号



『
資
本
論
』
に
お
け
石
『
由
民
民
的
分
剖
地
所
有
』
範
鴫

第
七
十
九
巻

九
ノ司、

第
四
品
。

属
し
、
そ
れ
以
外
白
第
-
ニ
範
時
の
「
前
資
本
主
義
地
代
」
た
る
も
の
を
形
成
す
る
も
の
て
た
い
」
〔
平
野
義
大
郎
『
民
業
問
題
と
土
地
主
主

六
九
ペ
ー
ジ
〕
と
い
う
規
定
と
、
対
応
す
る
も

ωで
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
講
座
派
が
小
作
料
を
『
半
封
建
的
地
代
』
だ
と
規
定
す
る
ば
あ

い
、
そ
れ
は
、
当
面
す
h
u

農
薬
問
題
の
訴
題
は
(
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
丸
と
治
な
じ
よ
う
に
)
「
封
建
的
土
地
所
有
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
小
土
地
所
有
へ
の
転
化
に
還
元
さ
れ
る
」
つ
ル
ク
ス
「
道
徳
的
批
判
と
批
判
的
道
徳
」
邦
訳
『
選
集
』
部
二
巻

六
四
ペ
ー
ジ
〕

l
c
p
、っ

こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
講
座
派
は
、
問
題
の
核
心
主
主
し
く
把
握
し
て
い
た
。
し
か
し
な
や
か

b
、
他
去
て
は
、
講
座
派
は
、
そ
り
ば
あ
い
過
渡
的
地
代
形
態
を
半
封
建
地
代
と
「
限
史
段
階
的
」
に
対
比
し
、

こ
と
を
、
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

勺
良
民
的
分
割
地
所

有
』
範
時
の
適
用
を
た
だ
ち
に
農
民
的
土
地
所
有
山
近
代
的
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
)
性
格

ω
承
認
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「

封

建
的
看
板
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
」

己
資
本
稲
』
持
一
審

ヂ1
訳

背
水
丈
陣
版

ω
一
心
九
一
ハ
ペ
ー
ジ
〕
い
Q

自
営
農
民
の
自
由
な
土
地
所

乙
白
か
ぎ
り
で
は
、
講
座
派
は
、
問
題
を
解
決

有
へ
の
「
長
民
的
分
割
地
所
有
』
範
時
の
適
用
を
、
原
則
的
に
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。

ナ
る
に
あ
た
っ
て
、
豆
大
な
あ
や
ま
り
を
お
か
し
た
の
で
あ
る
。

近、
イ七、 い
附j、つ

な、 fこ
性、ぃ
持、
心、マ

農 Jレ

民 グ
断Jλ
寸カ;
地過
所波
布的

7陸
態

た
と
え
ば
長
民
的
分
割
地
所
有
を
と
り
あ
ワ
か
う
ば
あ
い
、
彼
は
、

つ
ま
り
農
民
的
操
業
革
命

ω勝
利
白
日
和
田
市
と
し

t
白
農
民
的
所
有
と
し
て
考
九
て
い
た
心
て
あ

マ
ル
ク
ス
は
、
た
ん
に
フ
ラ
ン
λ
大
革
命
後
心
分
割
地
農
民
だ
け
を
念
頭

一
義
的
に
そ
れ
色
、

ろ
う
か
。
資
本
主
義
の
可
発
生
史
』
の
視
角
か
h
一
み
れ
ば
¥

に
お
い
て
い
た
の
で
は
な
〈
、
主
と
し
℃
四
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
て
一
五

l
一
六
世
紀
以
来
『
自
分

ω
保
有
地
に
た
い
す
る
自
由
な
処
分
権
L

を
手
に

w
れ
た
「
相
続
ま
た
は
そ
り
他

ω伝
統
に
よ
る
土
地
の
占
有
者
」
門
『
資
本
論
』
揮
三
券

い
い

(
h
い
ろ
恥
砂
時
わ
い
九
一
と
し
て
)
人
町
一
昨
わ
か
h
u
h
h
~
と
考
え
る
ζ

と
が
で
き

p
o
周
知
の
よ
う
に

邦
首E

青
木
丈
出
版

ω
一
一
二
一
ペ
ー
ジ
〕

イ
ギ
リ
マ
ハ
て
は
、
生
産

物
地
代
が
貨
幣
地
代
へ
転
化
す
る
に
と
も
な
コ
て
、

「
従
来
の
占
有
者
は
金
量
払
フ
て
自
分
白
地
代
支
払
義
務
を
免
れ
て
、
自
分

ω
耕



作
地
の
完
全
所
有
権
を
も
っ
狽
立
農
民
に
転
佑
す
る
に
H
た
る
」
門
同
よ

二
二
五
ペ
ー
ジ
可
と
己
ろ
て
、
己
の
買
戻
し
に
よ
っ

τ地

一一一一一
0
ペ
ー
ジ
〕
は
、
「
彼
白
土
地

「
こ
の
形
態
て
は
何
ら
の
借
地
料
も
支
払
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
地
代
は
、
剰
余
価
値
の
分
化
形
態
と
し
て
は
現
象
し
な
い
」
〔
同
ム

代
支
払
義
務
か
ら
免
れ
た
「
独
立
の
農
民
的
所
有
者
」
〔
同
上

の
自
由
た
所
有
者
」
、
そ
し
て
、

傍
点
は
引
用
者
〕
と
い
う
点
て
、
分
割
地
農
民
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
・
ヨ

l
マ
Y
リ

P
具
体
的

友
歴
史
的
存
在
形
態
を
し
め
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
σ

し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
な
け
れ
ば
た

b
な
い
の
は
、
つ
ぎ
の
己
と
で
あ
る
。

一
一
一
=
一
ペ
ー
ジ

す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
ら
を
「
独
立
の
農
民
的
所
有
者
」
と
規
定
す
る
ば
あ
い
、
彼
ら
を
、
「
相
続
ま
た
は
そ
の
他
の
伝
統
に

よ
る
占
有
者
」
と
木
質
的
に
区
別
さ
れ
る
、
つ
ま
り
蔵
管
注
意
味
て
封
建
的
隷
属
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
者
」
だ
と

考
え
て
hv
る
白
で
は
な
い
、
と
hv
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
、
『
資
木
論
』
第
一
巻
第
二
十
四
草
に
お
W
て
「
原
始
的
蓄
積
白
過
程
」

を
具
体
的

1
歴
史
的
に
と
り
あ
つ
か
っ
た
箇
所
己
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
h
る
。
「
ス
テ
ュ
ア
l
ト
王
朝
復
興
の
も
と
イ
は
、
土
地

所
有
者
た
ち
が
横
奪
行
為
を
法
律
に
よ
っ
て
遂
行
し
た
;
・
・
目
。
彼
等
は
封
建
的
土
地
制
度
を
廃
止
し
た
。
す
な
わ
ち
、
土
地
の
負
う
国

家
へ
の
給
付
義
務
を
ふ
り
す
て
、
農
民
層
そ
の
他
の
人
民
大
衆
に
た
い
す
る
課
税
に
よ
ワ
て
国
家
の
損
害
を
『
賠
償
』
じ
、
彼
等
が
封

建
的
名
義
主
有
し
た
に
と
ど
ま
る
領
地
の
近
代
的
私
有
権
主
要
求
し
、
最
後
に
か
の
居
住
法
を
制
定
す
る
に
至
っ
た

」
円
『
資
本
論
』

第
一
巻

二

O
五
ペ
ー
ジ
〕
O

い

わ

ゆ

る

『

二

つ

の

道

』

と

関

連

し

て

、

つ

ぎ

の

よ

う

に

強

調

し

て
い
る
。
「
ィ
ギ
リ
旦
て
は
、
こ
の
改
造
(
土
地
所
有
の
中
世
的
形
態
の
改
造
1
l引
用
者
)
は
革
命
的
氏
、
暴
力
的
に
行
わ
れ
た
。
し

地
主
の
た
め
に
な
る

Z
う
に
も
ち
い
ら
れ
た
。

(
封
建
領
主
と
し
て
で
は
な
く
ラ

Y
F
ロ
l
F
と
し
て
の
1
l引
用
者
)

邦
)u( 

青
木
丈
庫
版
凶

レ
ニ
ジ
も
、

か
し
暴
力
は

暴
力
は
農
民
に
む
け

τふ
る
わ
れ
、
農
民
は
主
税
の
た
め
に
疲
弊
し
、
村
か
ら
お
い
は
ら
わ
れ
、
移
住
し
た
り
、
死
に
た
え
た
り
、
他

国
へ
流
亡
し
た
り
し
た
」

門
「
一
九
O
五
l
一
九
心
七
年
の
ロ
シ
ヤ
草
帝
に
拘
け
る
社
会
民
主
党
の
農
業
綱
領
」
邦
訳
『
全
集
』
第
一
一
二
巻

己

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
幡

事
レ
い
十
九
巻

九
九

第
四
号



『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
良
民
的
分
割
地
所
有
』
純
鴫

第
七
十
九
巻

O 
O 

第
四
号

匹[

ペ
ー
ジ
〕
O

「
イ
ギ
リ
ス
て
は
、
己
の
土
地
の
滑
掃
は
、
農
民
的
土
地
所
有
の
暴
力
的
破
壊
を
伴
っ
て
、
革
命
的
友
形
て
沿
こ
な
わ
れ
た
」

一
二
五
ペ
ー
ジ
可

〔
「
十
九
世
嗣
末
の
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
農
業
問
題
」
邦
訳
『
全
集
』
第
一
式
巻

ω
小
林
男
氏
の
『
フ

p
l
ド
D
ッ
ヒ

-
D
ス
ト
研
究
』
〔
一

0
ペ
ー
ジ
〕
お
よ
び
藤
田
五
郎
氏
の
『
近
世
農
政
止
論
』
門
凶
三
ペ
ー
ジ
】
に
お
け
る

講
座
派
理
論
へ
の
批
判
は
、
論
争
旦
よ
注
目
す
べ
き
主
張
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
小
林
氏
の
主
張
に
た
い
す
る
栗
原
百
弄
氏
の
批
判
弓
農
業
問
題

円
基
礎
週
一
請
し
一
八
一
二
一
八
六
ペ
ー
ジ
参
照
止
と
は
ち
が
っ
て
、
ィ
ギ

P
ス
・
ヨ

1
マ
ン

D
の
土
地
所
有
を
、

r
r
r
r官
官

r
r
r
r宮
駅

へ
基
本
的
矛
盾
の
展
開
)
の
所
屈
で
あ

h
分
割
地
所
有
の
典
型
と
考
え
る

G

い
わ
ゆ
る
大
塚
・
高
橋
民
学
に
代
表
さ
れ
る
わ
が
国
の
商
洋
且
学
の
成

果
が
論
争
且

ιお
い
て
は
た
し
た
も
っ
と
も
積
極
的
な
役
割
の
一
つ
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
実
利
的
研
究
に
よ
っ
て
、
迦
躍
的
地
代
形
態
を
詩
座
派
的

な
『
地
代
範
晴
論
』
か
ら
す
く
い
だ
し
た
〉
と
で
あ
る
(
生
民
的
中
陸
間
)
。
と
く
に
、
高
橋
幸
八
郎
氏
の
『
征
代
社
会
成
立
且
論
』
お
よ
び
町
布
民

車
命
心
構
造
』
は
、
実
証
的
に
も
ま
た
方
法
論
的
に
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

ω
「
地
五
の
た
め
」
と
い
う
こ
の
想
定
は
、
「
ラ
ン
ド
日

I
Y
と
し
て
の
地
主
の
た
め
」
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
一

l

地
主
の
た

め
」
と
い
う
こ
の
規
定
か
ら
は
、
イ
ギ
9
ス
の
「
囲
い
込
み
」
を
『
プ
ロ
シ
ア
型
の
道
』
の
変
種
と
理
併
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
は
で

て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
お
な
じ
地
主
で
あ
っ
て
も
、
ユ
シ
ケ
ル
と
ラ
ン
ド
ロ
ー
ド
'
と
で
は
そ
の
性
格
が
ま
っ
た
く
ち
が
う
か
ら
で
あ
る
の
ユ
シ

ケ
ル
位
、
「
封
建
的
な
収
入
源
」
二
ン
ザ
ル
ス
『

γ
イ
ツ
良
民
戦
争
』
邦
訳
同
民
文
庫
版
九
二
ペ
ー
ジ
〕
を
も
っ
封
建
貴
族

l
グ

1
ツ
〈
ル

が
直
接
的
に
転
化
し
た
も
の
で
、
中
世
的

1
封
匙
的
土
地
所
有
を
維
持
し
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
、
直
接
生
産
者
を
分
与
地
と
い
う
現
物
給
付
の
か
た

巾
で
部
分
的
に
土
地
に
し
ば
り
つ
け
が
な
ら
(
『
プ
ロ
シ
ア
型
の
道
」
に
お
け
る
原
始
的
蓄
積
の
特
珠
怯

l
土
地
か
ら
の
直
接
生
産
者
切
不
完
生
な
分

離
)
、
白
分
り
経
営
を
し
だ
い
に
資
本
主
義
佑
し
て
い
く
。
ラ
ン

γ
ロ
l
r
は
、
イ
ギ

y
ス
の
新
貴
族
り
よ
う
に
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
収
入
源
す
な

わ
ち
地
代
を
も
っ
単
純
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
地
主
」
〔
同
よ
〕
で
あ
っ
て
、
土
地
か
ら
の
直
接
生
前
者
白
完
全
た
分
離
、
し
た
が
っ
て
中
世
的

l
封
建

的
土
地
所
有
の
革
命
的
な
廃
止
に
よ
っ
て
、
自
分
の
途
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
。
お
な
じ
地
主
と
い
う
用
語
も
、
そ
の
内
脅
か
、
ラ
ン
ド
ロ
ー
ド
の

よ
う
に
封
建
的
土
地
所
有
の
革
命
的
な
廃
止
(
封
甚
的
な
地
主
的
土
地
所
有
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
へ
の
転
化
)
に
よ
っ
て
自
分
の
詮
を
切
り
ひ
ら

く
『
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
地
主
』
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
司
一
ン
ケ
ル
ギ
ア
ラ
ン
λ

お
よ
び
日
本
り
い
わ
ゆ
る
寄
生
地
主
の
よ
う
に
封
建
的
土
地
所
有
を

維
持
し
た
が
ら
資
本
主
義
に
適
応
す
る
『
半
封
建
的
地
主
』
で
あ
る
か
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
qJ
ス



の
「
固
い
込
み
」
は
、
『
ア
メ

y
カ
型
の
道
』
の
一
変
種
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
l

ュ
ン
が
強
制
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
徹
底
し

た
「
土
地
清
市
」
と
い
う
点
で
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
に
理
調
的
に
間
応
し
た
土
地
所
有
の
凸
典
的
な
型
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。

「
イ
ギ
リ
月
て
は
農
奴J
制
が
十
回
世
犯
の
終
頃
に
は
す
で
に
事
実
上
消
滅
し
て
い
た
。
人
口
の
大
多
数
は
、
当
時
に
は
、
ま
た
十
王

世
紀
に
は
さ

b
に
一
そ
う
、

自
由
て
自
営
の
農
民

1
i
彼
等
の
所
有
が
い
か
な
る
封
建
的
看
板
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
よ
う
と
も

ー
ー
か

b
成
立
ヮ
て
い
た
」

門
『
資
本
論
』
第
一
巻

邦
1tJ~ 

青
木
文
庫
版
刷

一
O
九
六
ペ
ー
ジ
〕
。

と
の
よ
、
つ
に
、

一
五
一
六
世
紅
白
イ

ギ
リ
ス
て
は
、
針
建
的
土
地
所
有
が
解
体
し
て
、
土
地
に
た
い

L
て
「
農
民
が
領
主
同
身
正
同
じ
封
建
的
権
利
名
義
を
も
っ
て
い
た
」

一
O
九
八
ペ
ー
ジ
)
と
ま
で
も
マ
ル
ク
ス
が
規
定
し
た
よ
う
な
、
農
民
的
分
割
地
所
有
が
広
汎
に
成
立
し
て
く
る
。

〔
同
上

し
か
し
、

己
れ
は
、
封
建
的
一
所
有
が
プ
ル
O
ョ
ア
的
所
有
へ
転
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
か
っ
た
。
千
ュ
ド
ル
絶
対
主
義
、
と
く
に
ん

y
y
l

一
方
で
は
『
宗
教
改
革
』
に
よ
フ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

E
プ
ル
♂
ョ
ア
化
し
て
事
実
上
は
一
ア

Y
F
ロ
ド
と
伝
り
つ
つ
あ

っ
た
貴
族
層
(
新
貴
旋
)
F
の
要
求
を
あ
る
程
度
受
け
い
れ

τ、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
変
革
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
他

十
刀
て
は
経
済
外
的
強
制
(
農
民
の
身
分
上
の
不
完
全
な
権
利
)
を
つ
よ
め
る
こ
と
に
よ
づ
て
、
「
封
建
的
在
収
入
源
」
に
依
存
す
る
封

建
領
主
(
旧
貴
族
)
の
経
済
的
権
力
企
維
持
す
る
た
め
に
、
一
三
性
紀
後
半
以
来
の
土
地
政
策
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ナ

八
世
は
、

た
わ
ゆ
り
、
〈
ン
リ

l
八
世
第
二
十
七
年
治
土
び
第
三
十
二
年
自
殺
令
は
、
国
土
の
最
高
主
権
者
と
し
て
の
国
王
の
名
に
h
d
U

て
、
土
地

の
事
実
上
白
利
用
と
誌
律
ト
一
回
一
グ
イ
ト
ル
正
の
「
再
結
合
」
を
命
令
し
、
土
地
の
自
由
な
処
分
権
を
図
家
の
法
相
イ
制
限
し
た
の
で
あ

る
。
「
そ
の
結
果
(
土
地
政
策
の
転
換
の
結
果
|

l
引
用
者
)
、
封
建
的
な
『
位
階
』
は
い
ち
じ
る
し
く
ち
ぢ
ま
っ
た
。
最
高
主
権
者
、

つ
ま
り

F

王
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
広
汎
な
保
有
者
大
衆
の
直
接
の
領
主
と
な
っ
た
と
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
近
づ
H
た
か
の
上
う
て
あ
フ

た
。
こ
の
結
果
、
土
地
占
有
に
た
い
す
る
封
建
的
た
統
制
は
、
そ
れ
ま
で
に
な

w
ほ
ど
広
範
囲
に
ゆ
き
わ
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
ま
て
に

『
数
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鴎

第
七
十
九
巻

。

第
四
苦

十

且



『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
良
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鴎

珂
ハ
レ
〕
」
J

九
巻

。

持
団
号

" f 、

な
い
ほ
ど
き
び
し
く
な
っ
た
。
己
う
い
っ
た
卓
情
は
、
一
七
世
紀
の
判
。
年
代
に
革
命
的
危
機
が
成
熟
す
る
こ
と
を
促
進
し
た
基
本
的

な
要
因

ω
一
つ
だ
と
考
え
た
け
れ
ば
た

b
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
ィ
ギ
り
ス
絶
対
主
義
の
研
究
家
た
ち
は
、
こ
の
要
因
室
、

あ
さ
ら
か
に
不
十
分
に
し
か
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
土
地
所
有
は
、
そ
の
社
会
経
済
的
な
本
質
の
点
て
は
ま
ず
ま
ず
ブ
ル
ジ
ョ

7
的
と
な
り
つ
つ
あ
ヲ
た
に
も
か
か
わ

b
ず
、
封
建
法
白
執
拘
な
規
範
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
だ
け
て
な
く
、
な
お
そ
の
う
え
、
さ
ら

に
ま
す
ま
す
き
び
し
い
封
建
的
な
税
制
と
国
庫
的
な
収
奪
と
を
ζ

う
む
り
は
じ
め
た
」

〔
ア
・
エ
ム
・
バ
ル
ク
「
イ
ギ
D
ス
草
命
と
農
民
的
土

地
所
有
の
逝

AW--い
わ
ゆ
る
『
軍
役
保
有
の
廃
止
』
に
つ
い
て
|
|
」
論
文
集
『
中
世
』

(
ソ
伺
盟
科
学
院
刊
)
開
五
尊

九
ペ
ー
ジ
〕
。
己
の
こ

と
は
、
一
六
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
土
地
所
有
権
は
依
然
と
し
て
封
佳
領
主
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
主
し
め
し
て
い

る
〔
ロ
λ

ミ
シ

λ

キ

I

「一一

l
一
2

世
紀
む
イ
ギ
D
ス
に
お
り
る
封
連
地
代
形
態
の
進
化
」
山
阿
一
一
品
一
・
木
版
正
地
編
『
封
建
社
会
の
基
本
決
別
』
ニ

八
六
二
六
七
ペ
ー
ジ
お
よ
び
二
七
二
ペ
ー
ジ

参
照
〕
。
封
建
的
所
有
が
完
全
な
窓
味
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
に
転
化
し
た
の
は
、

γ

工
政

復
古
議
会
が
、
「
ノ
ル
マ
ン
の
征
服
」
以
来
白
圧
制
白
み
な
も
と
(
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
度
の
基
礎
)
ゼ
あ
っ
た
『
軍
校
保
有
』
(
付
E
間
宮

ω
2
2
2
ω
)
士
最
終
的
に
廃
止
し
、
土
地
に
た
い
す
る
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
!
と
新
貴
族
の
近
代
的
な
私
有
権
だ
け
を
確
認
し
た
一
六
六

O

年
以
降
て
あ
る
。

二
六
凶
六
年
と
一
六
五
六
年
に
治
こ
な
わ
れ
た
封
建
制
度
の
一
面
的
た
廃
止
は
、

ω
ち
に
、
ス
チ

ι
7
l
ト
朝
の
五
政
復
古
期
に
、

「
法
規
」
陀

b
h
て
確
認
さ
れ
た
。
す
で
に
治
こ
な
わ
れ

τ
い
た
併
取
は
、

一
六
六

O
年
白
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
条
令
に
よ
ッ
て
、
そ

の
侍
取
か

b
生
じ
た
イ
ギ
リ
λ

の
農
民
層
に
た
い
す
る
す
べ
て
の
結
果
と
い
ロ
し
ょ
に
確
認
さ
れ
た
の
て
あ
r
u
o

農
民
は
、
自
分
白
土
地
に
た
悼
す
る
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
権
を
獲
得
を
ず
、
革
命
後
百
年
間
つ
づ
い
た
土
地
を
め
ぐ
る
は
げ
し
い
階

殺
斗
争
む
な
か
で
封
建
的
に
隷
属
し
た
謄
木
保
有
者
白
状
態
に
と
ど
ま
コ
て
い
た
。
一
七
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
特
性
は
こ
り
点



に
あ
↑
る
。
農
民
は
、
こ

ω
革
命
の
結
果
、
自
分
白
土
地
に
た
い
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
を
獲
得
せ
ず
に
、
地
、
記

1ii土
地
所
有
の
独

占
者

J
i
に
資
本
主
義
的
地
代
を
し
は

b
っ
て
い
る
大
借
地
長
求
者
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
一

〔
ず
ふ
・
エ
ム
・
ラ
ヴ
ノ
ロ
ア
ス
キ
ー
「
一
七

世
担
り
イ
ギ
U
J

ス
・
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
一
寸
一
二
円
一
論
争
問
題
」
前
掲
寄

二
九
六
ペ
ー
ジ
〕
。

マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
論
』
第
三
巻
て
念
頭
に
む
い
て
い
た
ヨ
l

T

Y

リ
心
土
地
所
有
は
、

、
、
、
.
、
、
.
、
、
、

十
四
章
に
治
け
る
具
体
的

l
歴
史
的
友
規
定
か

b
あ
き

b
か
た
よ
う
に
、
法
律
て
は
た
く
慣
膏
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ

己
の
よ
〉
ワ
に
、

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二

な
い
、
す
な
わ
ち
、
封
建
的
隷
属
か
ら
ま
だ
完
全
に
解
放
さ
れ
て
い
た
い
農
民
的
土
地
所
有
て
あ
ヮ
た
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ

ン
λ

大
革
命
後
の
分
割
地
農
民
の
土
地
所
有
は
、
了
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ム
り
も
と
で
り
分
割
地
所
有
(
封
建
的
看
板
に
よ
っ
て
隠
蔽

さ
れ
て
い
Q
ヨ
営
農
民
U
白
羽
な
土
地
所
有
)
が
蹴
密
な
意
味
て
封
建
的
隷
属
か
ら
解
加
さ
れ
て
、
プ
ル
デ
ョ
ア
的
所
有
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
ス
白
分
割
地
所
有
(
官
。
口
止
恥
宮
ー
司
ω
凶
ロ
日
)
と
は
ち
が
っ
一
て
、
ヨ
1

T

Y
リ
白
土
地
所
有
は
、

フー

ル
ジ
ョ
ア
的
な
農
民
的
所
有
に
転
化
す
る
こ
と
な
く

(
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
プ
ル
ジ
ョ

7
・
地
主
的
な
性
格
)
、

一
五
世
紀
の
最
後
の
三

分

ω
一
期
以
降
に
は
じ
ま
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
#
命
後
に
さ
ら
に
徹
底
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
『
農
民
間
眉
白
収
奪
』
の
過
程
て
、
消
滅
し

τ

い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
イ
ギ
り
只
の
(
し
た
が
っ
て
西
ヨ
ー
ド
ッ
バ
に
お
け
る
)
原
始
的
蓄
積
の
過
程
て
収
奪
の
対
象
と
な

っ
た
「
自
分
心
労
働
K
も
と
づ
く
私
的
所
有
」
弓
資
本
論
』
第
一
巻
邦
訳
青
木
文
庫
版
附
二
百
七
ペ
ー
ジ
〕
は
、
「
労
働
者
が
自
分
自

身
心
使
用
す
る
労
働
条
件
。
.
自
由
な
私
有
者
」
〔
刷
ム
〕
て
あ
る
八
こ
の
点
て
農
奴
的
教
属
が
頑
強
に
残
存
し
、
農
民
が
ま
だ
土
地

主
私
有
し
な
か
っ
た
エ
ル
ベ
以
東
の
原
始
的
蓄
積
〔
マ
ル
ク
ス
「
ザ
で
リ
ッ
チ
へ
の
手
杭
の
草
稿
」
邦
訳
『
選
集
』
第
一
一
二
者
一
八
四
ペ
ー
ジ
参

照
〕
の
は
あ
悼
と
ち
が
う
)
が
、
依
然
と
し
亡
封
建
的
隷
属
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
な
い
分
割
地
所
有
で
あ
っ
て
、
農
民
的
農
業
革
命

り
勝
利

ω
結
果
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
農
民
的
所
有
に
転
佑
し
た
分
割
地
所
有
て
は
な
か
っ
た
り
で
あ
る
。

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鴫

第
七
十
九
谷

り

第
四
号

七



『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鳴

車
七
十
九
巻

一二

O
四

第
四
号

ノ、

論
理
的
範
隠
と
し
て
の
農
民
的
分
割
地
所
有

前
節
て
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
農
民
層
(
法
律
的
範
時
て
は
な
く
社
会
経
済
的
範

J

陪
し
て
心
ヨ
l
マ
ン

F
)
の
土
地

所
有
は
、
農
奴
的
隷
属
(
土
地
帯
出
買
の
原
則
的
禁
止
・
人
身
的
隷
属
〕
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
分
の
分
与
地
に
た
い
す
る
問
由
な
処
分

権
主
手
に
い
れ
た
自
営
農
民
の
『
自
由
な
土
地
所
有
』
て
あ
る
が
、
そ
の
社
会
的
本
質

(
1支
配
と
隷
属
の
関
係
の
木
質
)
の
点
て
は

け
っ
し
て
近
代
的
な
も
の
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
「
封
建
的
看
板
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
」
い
る
中
世
的

l
封
建
的
友
土
地
所
有
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
ヨ
!
マ

Y
H
の
土
地
所
有
は
、
資
本
制
地
代
へ
の
過
渡
的
形
態
と
し
て
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
性

、
.
、
.
、
、
、
、
、

格
白
経
済
的
内
容
(
論
理
的
規
定
)
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
白
土
地
所
有
の
社
会
的
本
質
(
歴
史
的

1
範
時
的
な
規
定
)
は
、
完
全
た

プ
か
ジ
ョ
ア
的
所
有
と
な
り
え
℃
い
た
い
農
民
的
土
地
所
有
と
し
て
、
依
然
と
し
て
申
社
的

l
封
建
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
だ
か

、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、

b
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
白
勝
利
の
結
果
、
近
代
的
た
農
民
的
土
地
所
有
に
転
化
し
て
い
く
フ
ラ
ン
ス
農
民
の
分
割
地
所

有
と
、
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
的
危
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て
急
速
た
発
展
の
道
が
切
り
ひ
ら
か
れ
た
資
本
主
義
の
波
の
な
か
に
、

内
壮
的

l
封
建
的
な
性
格
の
農
民
的
土
地
所
有
の
ま
ま
で
消
滅
し
て
い
く
ヨ

1
マ
ン
リ
白
介
割
地
所
有
と
の
様
態
的
左
差
異
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
、

『
資
本
論
』
第
三
巻
第
凶
十
七
章
第
五
節
て
マ
ル
グ
ス
が
問
題
と
し
て
h
る
の
は
も
過
渡
的
諸
形
態
、

こ
の
ば
あ
い
て
は

農
民
的
分
割
地
所
有
の
す
べ
て
の
型
忙
共
通
し
た
、

そ
の
独
自
の
経
済
的
内
容
(
純
粋
に
経
済
的
た
形
態
と
し
て
の
介
割
地
所
有
)
だ

け
J
L

あ
円
ノ
て
、

(
近
代
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
か
封
建
的
助
有
か
と
い
う
〕
支
配
と
隷
扇
の
関
係
の
規
定
は
先
全
に
捨
象
さ
れ
て
分

析
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
意
味
に
沿
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
介
割
地
所
有
を
一
義
的
に
近

代
的
取
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
と
し
て
際
史
的
l
範
時
的
に
規
定
し
、
そ
の
前
摂
の
う
え
に
た
っ
て
論
理
的
規
定
が
適
用
で
き
る
か
ど
う



‘
.
、
、
‘
.
、
、

か
を
問
題
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
農
業
理
論
が
、

『
地
代
論
』
に
治
け
る
マ
ル
グ
ス
の
方
法
と
は
あ
き
ら
か
に
ち
が
っ
た
「
介
祈
視
角
」

ohつ
え
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
反
省
し
て
み
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

ゆ
も
ち
る
ん
、
わ
た
し
は
、
社
会
り
お
の
お
の
の
発
展
段
階
に
あ
ら
わ
れ
る
民
民
的
分
割
地
所
有
の
具
体
的
な
形
態
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
支
配
と

隷
周
り
関
係
が
あ
る
、
と
考
え
る
。
こ
こ
で
わ
た
し
が
い
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
三
巻
で
過
滞
的
諾

形
態
一
般
に
た
い
し
て

k
ヲ
た
「
分
析
視
角
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
資
本
制
的
地
代
の
発
生
民
を
分
析
し
て
い
る
『
院
本
論
』
節
一
一
一
巻
節
目
寸
七
草

草
五
節
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
、
過
波
的
脅
形
態
、
た
と
支
ば
農
民
的
分
割
地
所
有
の
論
理
的
規
定
だ
け
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「

卦
建
制
的
土
地
所
有
の
解
消
か
ら
生
ず
る
誇
形
態
の
一
つ
。
た
と
え
ば
イ
ギ
9

ス
叩
ヨ

1

マ
ン
9

1
、
ス
少

3
1
デ
ン
の
良
民
身
分
、
フ
ラ
ン

ス
や
西
ド
イ
ツ
の
農
民
」
弓
資
本
論
』
第
三
巻
邦
訳
青
木
文
庫
版
例
一
三
六
ペ
ー
ジ
〕
と
い
う
有
名
な
指
摘
も
、
『
小
経
営
』
・
『
小
農

経
常
』
・
『
小
規
模
の
農
民
経
営
』
ー
と
区
別
す
る
歴
且
的

i
髄
鴎
的
な
規
完
〔
「
近
代
的
土
地
所
有
生
成
の
分
析
視
点
に
つ
い
て
」
『
経
品
目
評
論
』

〈
昭
和
三
十
四
年
二
月
号
)
三
七
ペ
ー
ジ
参
照
〕
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
一
農
民
の
自
由
な
(
分
割
地
的
)
小
所
有
の
発
肢
の
ず
ヲ

と
り
ち
の
段
階
」
、
す
な
わ
ち
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
草
A
W
D
間
前
、
あ
る
い
は
そ
の
の
ち
の
時
期
り
い
〈
つ
か
の
国
ぐ
に
(
と
り
わ
け
、
一
七
位
和
り
イ

ギ
9
λ

と
一
八
世
粗
末
の
フ
一
フ
シ
ス
、
と
が
問
題
に
な
る
〕
」
〔
F
4
・
エ
ム
・
ラ
ゲ
ロ
フ
λ

キ

1
「
一
七
世
相
の
イ
ギ
D
λ

，
プ
ル
ゾ
ョ
ア
草
A
W
の
二
、

三
の
論
争
問
題
」
前
掴
書
二
人
二
|
一
一
八
=
一
ペ
ー
ジ
〕
に
お
け
る
分
割
地
所
有
に
つ
い
て
の
べ
た
の
で
も
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
、
「
買
戻
し
に
よ

っ
て
自
由
に
な
り
、
〈
主
と
し
て
貨
幣
で
)
封
建
地
代
を
支
払
い
、
そ
し
て
相
続
ま
た
は
伝
統
に
よ
る
占
有
者
と
し
て
、
自
分
の
土
地
に
た
い
寸
る
ひ

ろ
い
占
有
掘
を
も
っ
て
い
る
、
中
世
後
期
と
迂
代
初
期
。
良
民
」
〔
エ
ス
ニ
ア
・
ス
カ
ス
キ
シ
「
封
建
的
所
有
と
経
済
外
的
強
制
に
か
ん
す
お
マ
ル

ク
λ

・
レ

1
-
Y
主
義
心
古
典
L

同
よ
三
一
ペ
ー
ジ
】
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
ア
シ
シ
ャ
シ
・
レ
ジ

.、.‘

.

.
 、
‘
、
.
、
、
、

.

.
 

、
、
、
、
.
、
、
.
、
.
、
.
、
‘
.

ー
ム
の
も
と
で
の
封
建
的
に
殻
属
し
た
分
割
地
農
民
だ
け
で
は
な
く
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
後
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
分
割
地
農
民
を
も
問
題
と
[
て
い

る
、
一
般
的
な
論
理
的
規
定
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
割
地
所
有
(
小
〈
土
地
〉
所
有
〕
は
、
そ
れ
を
歴
且
的

1
範
時
的
に
規
定
す

れ
ば
、
「
封
建
的
で
あ
る
と
同
時
に
プ
ル
ジ
d

ア
的
で
も
あ
り
う
る
」
〔
「
封
建
的
榊
成
体
の
基
本
的
経
済
法
則
に
か
ん
す
る
討
論
の
総
括
」
同
上
二

.、.

二
0
ペ
ー
ジ
〕
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
論
理
的
分
析
と
歴
且
的
分
析
、
論
理
的
範
時
L

乙
歴
且
的
範
暗
と
の

E
し
い
理
解
は
、
論
理
学
と
し
て
の
『
資
本

論
』
を
理
解
す
る
鑓
で
あ
る
〔
レ

I
一
一
ン
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
邦
訳
砦
波
文
庫
版
第
二
叩
一
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
〕
「
封
建
的
で
も
ま
た
プ

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鴫

草
七
十
九
巻

。
五

車
四
号

九



『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
曜

ル
ジ
ョ
ア
的
で
も
あ
り
う
る
」
過
渡
的
諸
形
態
の
支
配
と
穀
崩
の
関
揮
の
特
質
は
、
過
液
的
諸
形
態
、
た
と
え
ば
農
民
的
分
割
地
所
有
が
、
一
般
に

小
生
産
に
も
っ
と
も
照
応
し
た
形
諮
k
し
て
、
封
建
的
生
産
様
式
の
自
己
濯
動
(
生
産
の
個
人
的
怯
格
と
所
有
の
封
建
的
形
態
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾

の
探
化
・
そ
の
現
象
的
選
割
形
態
と
1
て
の
地
代
の
推
聴
)
の
所
庄
で
あ
る
と
い
う
そ
の
経
揖
的
内
容
に
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
七
十
九
巻

。

第
四
号

。

マ
ル

F
一
〈
は
、
第
一
に
は
、
一
一
般
に
農
民
的
分
割
地
所
有
者
、
「
剰
余
価
値
の
介
化
形
態
」
と
し
て
の
地
代
を
支
払
わ

た
い
「
自
由
な
士
地
所
有
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
臼
て
あ
る
が
、
そ
日
ば
あ
い
に
こ
の
規
定
は
、
伎
が
こ
の
土
地
所
有
を
「
小
経
営
の

か
く
し
て
、

売
め
白
・
・
土
地
所
有
の
最
も
下
一
常
的
な
形
態
」
〔
『
資
本
論
』
第
三
巻

邦
訳
青
木
文
庫
版
刷

二
三
六
ペ
ー
ジ
〕
、
つ
ま
り
小
規
模
た
個

人
的
生
産
に
も
っ
と
屯
照
応
し
た
形
煎
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
か
ぎ
り
て
こ
の
形
態
粉
、

照
応
す
る
一
定
の
地
代
形
熊
」
〔
『
資
本
論
』
昨
コ
蚕

代
形
態
(
大
規
模
た
社
会
的
生
踏
に
照
応
す
る
私
的
所
有
の
経
済
的
実
現
形
態

1
剰
余
価
値
の
今
一
化
形
態
)
か

b
区
別
し
で
い
る
こ
と

邦
詔〈

青
〉二

丈
庫

高
刀、

九

i¥ 
プし

i社
ジ会

参的
思崖
と j/l，j
い 程
う の
点 ー

ゼ E戸
、心

資、発
本、展
骨1]、段
白号、階
j血、に

を
い
お
う
と
し
て
い
る
論
理
的
規
定
で
あ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
か
封
建
的
か
を
性
格
づ
け
る
歴
史
的

i
範
同
情
的
な
規
定
ゼ
は
た
い
し
、

第
二
に
は
、
伎
が
と
の
土
地
所
有
主
「
封
建
制
的
土
地
所
有
の
解
消
か
ら
生
ず
る
諸
形
態
の
一
つ
」

文
庫
版

ω
二
一
三
ハ
ベ
1

♂
〕
と
し
て
規
定
す
る
ば
あ
い
、
己
の
規
定
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
従
来
の
占
有
者
が
買
戻
し
に
上
っ
て

(
自
分
の
保
有
地
に
た
い
す
る
自
由
た
処
介
権
H
U
白
介
の
耕
作
地
の
完
全
所
有
権
を
も
っ
)

〔
『
資
本
論
』
第
一
二
巻

邦
訳

青
木

圭].0上

建o
的。一
所。二
有。 5
.へ
所o
産。ジ

t子
τ る
のと
品。い
自]。う
地 o~ 
所。地
若 0 代
。展

と闘
い系
ろ列
点」

て日
白」二

〕

の
d点

て

己

の
到芸
能
をグ
圭J、っ
建、主
土也、 り
イベ己、 封
7降、建
態、地

(代「
ノ]、 7存立南
規態立
主草のの
な進農
個化民
人の的
的所所
生産有
産(者
にl'lIJ"oに
よ提o転
フと化
-r L L-

条て
件の 同

づ
け
ら
れ
て
い
る
封
建
的
所
有
の
経
済
的
実
現
形
殻

1
剰
余
価
値
の
唯
一

D
支
間
的
、
て
王
常
た
形
強
)
か
ら
区
別
し
よ
う
?
と
ナ
る
論
理

的
規
定
で
あ
っ
て
、
封
建
制
度
(
治
よ
び
手
の
基
礎
み
し
し
て
白
封
建
的
土
泊
所
有
)
が
廃
止
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
性
格
づ
け
る
際
史
的



-
範
曜
的
た
規
定
て
は
沿
い
の
ぞ
あ
る
。

何
「
自
分
の
耕
作
地
自
完
全
所
有
権
」
〔
向
上
一
一
百
二
ペ
ー
ジ
〕
と
い
う
規
定
は
、
寸
で
に
第
一
節
で
あ
き
ら
か
に
し
十
よ
う
に
、

b

不
恥
ト
ト

史
的
に
は
、
封
建
的
隷
周
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
近
代
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
+
一
地
私
有
権
全
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
〈
、
自
分
の
保
有
地
に
た

い
す
る
自
由
な
処
分
権
を
意
臨
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
講
座
派
は
、

『
資
本
論
』
第
一
一
一
巻
第
四
十
七
章
第
五
節
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鳴
の
規
定
が
、
純
粋
に
絡

済
的
左
形
熊
と
し
て
の
分
割
地
所
有
に
つ
い
て
白
ベ
弁
論
照
的
規
定
て
あ
っ
て
、
政
治
的
・
法
律
的
左
上
部
構
造
と
白
関
連
を
し
め
し
た

照
臭
的

1
範
略
的
な
規
定
て
は
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
て
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼

b
は
、
県
民
的
介
割
地
所
有
を
一
義
的
に

計
代
的
な
7
h
N
d
ョ
ア
的
所
有
と
し
て
単
純
に
規
定
し
、
し
か
も
、
一
般
に
土
地
所
有
の
社
会
的
本
質
を
規
定
す
る
こ
と
だ
け
に
重
点

を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
搾
取
の
基
礎
て
は
も
仏
く
搾
取
形
態
の
解
明
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
渡
的
諸
形
態
(
農

奴
制
的
経
営
か
ら
資
本
主
義
的
経
営
へ
の
橋
わ
た
し
か
ι

た
し

τい
る
小
ブ
ル
ジ
ョ

7
的
経
営
)
門
『
ス
タ
1
9
ン
全
集
』
揮
一
巻
邦
訳
二

五
三
べ
T
ジ
参
照
]
が
農
業
そ
の
も
の
の
発
展
に
沿
い
℃
し
め
る
独
自
の
経
済
的
章
義
の
解
明
を
放
棄
し
、
か
く
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
型

F

、λ
y
z
レ
ン
'
ア
イ
デ
ン
ゲ
ク
ム

の
分
割
土
地
所
有
止
さ
え
た
担
え
た
い
過
小
士
地
所
有
」

〔
平
野
義
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
託
金
の
機
株
』
二
八
二
ペ
ー
ジ
可

あ
る
い
は

「
独
立
自
由
な
自
営
農
民
の
成
立
の
余
地
た
く
、
従
っ
て
、
小
農
の
範
噂
は
成
立
の
余
地
な
く
・
:
・
」
円
山
田
盛
大
郎
『
日
本
資
本
主
義
分

析
』
二
一
五
ペ
ー
ジ
〕
と
い
う
よ
う
な
、
頑
強
な
『
地
代
範
時
論
」
か
ら
一
歩
も
抜
け
J

し
る
こ
と
が
で
き
な
か
ヲ
た
の
で
あ
る
。

改
革
」
に
た
い
す
る
評
価
を
め
ぐ
っ
て
講
座
派
白
見
解
が
八
灯
裂
し
、
彼
ら
の
大
半
が
混
迷
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
根
本
的
な
原
因
は
、

「
農
地

主
さ
に
マ
ル
ク
兄
の
『
地
代
論
』
に
た
い
す
る
現
解
の
こ
の
よ
う
た
混
乱
に
あ
っ
た
白
で
あ
っ
て
、
い
ま
た
治
強
国
た
封
建
派
ノ
し
あ
る

『
共
同
体
理
論
』
派
、
た
と
え
ば
星
経
惇
氏
が
主
張
し
て
治
ら
れ
る
よ
う
に
〔
同
氏
『
日
本
操
業
構
造
の
分
析
』
一
九
|
三
五
ペ
ー
ジ

参
照
〕

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鴎

第
U
M
十
九
巻

C 
-七

第
四
い
廿



『
醇
主
鴇
』
に
拍
什
お
『
問
時
民
的
品
川
明
品
川
一
附
有
』
酎
暗

第
七
十
九
巻

ワ
ノ¥

第
四
号

共
同
体
的
諸
関
係
の
過
小
評
価
に
あ
っ
た
の
て
は
な
い
。

労
農
派
理
論
の
性
格

講
座
派
の
見
解
に
た
い
し
て
、
労
農
派
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
鴻
一
郎
氏
は
、

ま
え
に
引
用
し
た
小
池
氏
白
所
説
を
批
判
し
た
論
文
の
な
か
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
加
わ
れ
る
。
「
寸
過
渡
的
形
態
』
と
は
も
と
も
と
資
本

制
地
代
よ
り
も
、
『
封
建
制
地
代
範
鴎
』
と
の
対
比
に
お
い
て
己
れ
を
言
う
乙
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
・
・
」

〔
『
日
本
政
業
主

農
業
理
論
』
一
九
八
ペ
ー
ジ

い
う
の
は
、
小
池
氏
ら
の
理
解
と
お
た
じ
よ
う
に
、

俸
点
は
引
用
者
]
。
い
う
ま
で
も
な
〈
、
こ
の
ば
あ
い
の
「
『
封
建
制
地
代
範
噌
』
と
の
対
比
に
お
い
て
」
と

「
陪
史
段
階
的
左
対
比
に
お
い
て
」
と
W
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
労
農
派

「
む
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
も
い
う
よ
う
に
近
代
的
土
地
所
有
が
完
成

の
立
場
に
た
っ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
と
対
応
す
る
も
の
て
あ
っ
た
。

さ
れ
た
形
を
と
る
の
は
、
資
本
制
的
土
地
所
有
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
射
建
的
土
地
所
有
は
も
と
も
と
土
地
と
農
民
と
を
し
は
り

づ
け
、
か
か
る
も
の
と
し
て
農
民
全
人
格
的
に
支
配
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
と
農
民
と
が
切
り
は
な
さ

れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
は
あ
い
巴
に
は
、
す
で
に
封
建
的
土
地
所
有
は
解
体
し
そ
の
本
質
を
失
っ
て
い
る
と
い
わ
怠
け
れ
ば
な
b
な
い
。

土
地
が
土
地
自
体
と
し
て
商
品
化
さ
れ
、
農
民
と
切
り
は
左
し
て
売
買
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
し
た
が
っ
て
と
の
解
体
主
し
め
ず
も

の
に
ほ
か
な
b
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
封
建
的
土
地
所
有
が
本
質
主
失
っ
た
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
近
代
的
土
地
所
有
と
主
ぷ

の
が
適
当
て
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
お
か
か
る
も
の
と
し
て
完
成
さ
れ
て
は
H
な
H
が
、
す
で
に
本
質
に
ゐ
い
て
は
近
代
的
土
地
所
有
な

の
で
あ
る
」

門
桂
一
酉
・
加
藤
・
大
島
・
犬
内
の
四
氏
共
著
『
日
本
資
本
主
義
の
成
立
』
八
九
九
O
べ
】
ジ
可
農
民
的
分
割
地
所
有
は
、

「

封
建
制
度
の
解
体
か

b
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
本
質
に
お
い
て
封
建
的
土
地
所
有
て
は
た
い

」
門
間
れ
よ

八
九
ペ
ー
ジ
叫
。



し
た
が
っ
て
、
労
農
派
の
見
解
に
上
れ
ば
、
農
民
的
介
割
地
所
有
は
、

「
な
お
か
か
る
も
の
と
し
て
山
完
成
さ
れ
て
は
い
左
い
が
、
す
て

に
本
質
に
お
い
て
は
近
代
的
土
地
所
有
た
白
て
あ
る
L
。

し
か
し
た
が

b
、
己
う
い
っ
た
理
解
は
あ
き
ら
か
陀
あ
や
ま
ヮ
て
い
る
。
近
代
的
土
地
所
有
(
資
本
制
的
土
地
所
有
)
は
、
大
規
模

な
社
会
的
生
産
に
照
応
し
た
土
地
所
有
形
態
て
あ
る
が
、
他
方
て
は
、
農
民
的
凡
打
割
地
所
有
は
、
小
規
模
な
個
人
的
生
産
(
小
経
営
的

生
産
様
式
)
に
も
っ
と
も
照
応
し
た
主
地
所
有
形
態
て
あ
一
る
。
こ
の
二
つ
の
土
地
所
有
形
態
の
特
質
主
規
定
す
る
モ
の
独
向
白
経
済
的

内
容
の
根
本
的
な
ち
が
い
を
無
視
し
、
長
民
的
分
割
地
所
有
企
「
本
質
的
に
近
代
的
土
地
所
有
」
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労

農
派
も
、
講
座
派
が
陥
勺
た
と
お
な
じ
「
地
代
範
時
論
』
か
ら
抜
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

T

ル
ク
ス
は
、
い
わ
ゆ

る
『
地
代
論
』
の
冒
頭
ゼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
な
が

b
、
道
代
的
土
地
所
有
と
、
封
建
的
土
地
所
有
ゐ
よ
び
農
民
的
分
割
地
所
有
な
ど

と
の
根
木
的
を
ち
が
い
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
:
と
の
生
産
様
式
(
資
本
制
的
生
産
様
式
|
|
引
用
者
)
は
、
一
方
で
は
、
直
接
的

生
産
者
を
土
地
の
単
た
る
附
属
物
(
隷
農
、
農
奴
、
奴
隷
、
な
ど
の
一
形
態
て
の
)
た
る
位
置
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
他
方

て
は
、
人
民
大
衆
の
一
土
地
の
収
奪
を
前
提
と
ナ
る
。
そ
白
か
ぎ

D
て
は
、
士
地
所
有
の
独
占
は
、
資
本
制
的
生
産
様
式
D
ー
ー
ま
た
、

何
ら
か
の
形
態
て
の
大
衆
の
搾
取
F
基
づ
く
す
べ
て
の
従
来
の
生
産
様
式
の
|
|
賂
史
的
前
提
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
恒
常
的
基
礎
て
あ

る
。
だ
が
、
当
初
の
資
木
制
的
生
産
様
式
が
見
い
だ
す
土
地
所
有
の
形
態
は
、
資
本
制
的
生
産
様
式
に
は
照
応
し
友
い
。
資
本
制
的
生

産
様
式
に
照
応
す
る
土
地
所
有
形
態
は
、
や
っ
と
、
資
本
の
支
配
下
へ
の
農
弘
の
従
属
に
よ
り
、
資
木
制
的
生
産
様
式
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
創
造
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
封
建
制
的
土
地
所
有
、
氏
故
所
有
、
主
た
は
マ
ル
ク
ス
共
同
休
を
と
も
た
う
小
宮
一
た
農
民
所
有

(
小
農
民
的
八
分
割
地
的
〉
士
地
所
有
|
|
引
用
者
〉
も
主
た
、
モ
れ
ら
の
法
律
的
諸
形
態
が
い
か
に
相
違
し
よ
う
乙
も
(
す
な
わ
ち
、

モ
れ

b
の
支
固
と
隷
属
の
関
係
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
ろ
う
と
、
封
建
的
あ
る
い
は
そ
の
他
で
あ
ろ
う
と
も
1
j引
用
者
)
、
資
本
制
的

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
鴫

第
七
十
九
巻

三

O
九

揮
四
号



『
資
本
論
』
に
拘
け
る
『
農
民
的
分
割
拙
所
有
』
範
曙

生
産
様
式
に
照
応
す
る
経
済
的
形
態
に
転
化
さ
れ
る
。

第
七
十
九
巻

。
第
四
号

匹[

-
資
本
制
的
生
産
様
式
は
土
地
所
有
を
、

一
方
て
は
、
支
配
H
n
b
よ
び
隷
属

諸
関
係
か

b
す
っ
か
り
解
き
放
し
、
他
方
て
は
、
労
働
条
件
と
し
て
の
土
地
を
土
地
所
有
お
よ
び
土
地
所
有
者
か

b
全
く
分
離
す
る

:
。
か
く
し
て
土
地
所
有
は
、
そ
の
従
来
の
ナ
ベ
て
の
政
治
的
治
よ
び
社
会
的
主
枠
づ
け
や
混
合
物
を
脱
却

F
る
己
と
に
よ
り
、
要
す

る
に
か
の
す
べ
て
の
伝
統
的
た
附
加
物
:
・
を
脱
却
す
る
こ
と
に
よ
っ

τ、
そ
の
踊
経
済
的
な
形
態
を
受
け
と
る
」
〔
院
本
論
』
第
三
巻

邦
司1

八
六
七
|
八
六
八
ペ
ー
ジ

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
土
地
所
有
は
、

青
木
文
庫
阪
間

傍
点
は
引
用
者
】
。

「
地
球
の
私
的
所
有
、
し
か
も
近
代
的
で
資
本
制
的
生
産
様
式
(
大
規
模
な
社
会
的

門
円
資
本
論
』
第
三
巻
邦
訳
青
木
文
庫
版

ω
一
一
四
九
べ
1
ジ
〕
土
地
所
有
形
態
で
あ
っ
て
、
「
資
本

と
同
様
に
、
賃
労
働
、
お
よ
び
土
地
所
有
も
、
骨
ゃ
ん
町
U
卦
p
h
r
h
v
わ
h
v
h占
的
形
船
|
|
前
者
は
労
働
の
、
後
者
は
独
占
さ
れ
た
地
球

の
ー
ー
で
あ
り
、
し
か
も
両
者
と
も
に
、
資
本
に
照
応
し
同
じ
経
済
的
社
会
構
造
に
属
す
る
形
態
て
あ
る
」
。

生
産

i
l引
用
者
〕
に
照
応
す
る
」

門
向
上

一一

Z
C
ベ
I

所
有
形
態
」

ジ
傍
点
は
引
用
者
〕
の
こ
の
よ
う
に
、
「
歴
史
的
に
規
定
き
れ
た
社
会
的
形
態
」
、
す
な
わ
ち
「
生
産
白
一
定
の
形
態
に
直
接
に
依
存
し
た

〔
ス
タ
1

9
ン
「
無
政
府
主
義
か
社
告
主
義
か
予
」
邦
訳

国
民
文
庫
版
『
弁
証
法
的
唯
物
論
と
且
的
唯
物
論
』

五
八
ペ
ー
ジ

参
照
〕

と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
大
規
模
な
社
会
的
生
産
に
照
応
す
る
形
態
と
い
う
点
て
、
他
の
す
べ
て
の
土
地

所
有
形
態
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
て
は
小
規
模
な
個
人
的
生
産
(
小
経
営
的
生
産
様
式
)
に
も
と
づ
く
す
べ
て
白
土
地
所
有
形
態
(
奴
隷

制
的
土
地
所
有
・
封
建
的
土
地
所
有
・
小
農
民
的
土
地
所
私
)
か
ら
、
区
別
さ
れ
て

W
る
。
と
こ
ろ
で
、
労
長
派
は
、
円
ろ
い
ろ
の
土

地
所
有
心
己
白
ょ
う
友
経
済
的
形
態
の
ち
が
悼
を
無
視
し
、
し
か
も
、
小
規
模
な
個
人
的
生
産
に
も
ワ
と
も
開
4

応
す
る
農
民
的
分
割
地

所
布
主
、
大
規
模
な
社
会
的
生
産
に
照
応
す
る
近
代
的
土
地
所
有
と
本
質
的
に
(
ワ
ま
り
、
社
会
的
本
質
の
点
て
)
同
一
視
し
た
け
れ

ば
な
ら
な
悼
、
と
い
う
乙
と
だ
け
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。



同
制
奴
隷
制
的
土
地
所
有
、
封
建
的
土
地
所
有
、
小
良
民
的
土
地
所
有
は
、
小
規
模
な
個
人
的
生
産
(
小
規
模
で
、
か
ぎ
ら
れ
た
、
個
人
的
使
用
に
だ

け
適
し
た
労
働
用
具
を
中
心
と
し
た
小
規
模
な
生
産
方
法
・
生
産
の
個
人
的

A
私
的
〉
た
性
格
〕
の
そ
れ
ぞ
れ
の
花
展
段
階
に
照
応
し
た
土
地
所
有

形
閣
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
労
長
派
も
、
土
地
所
有
の
経
済
的
内
容
で
は
な
く
、
社
会
的
本
質
白
差
異
の
解
明
を
第
一
義
的
に
重
要
視
す
る
『
地
代

範
時
論
』
的
主
理
解
と
い
う
点
て
は
、
講
座
派
と
ま
っ
た
く
わ
な
じ
で
あ
っ
て
、
論
争
に
在
ん
ら
の
積
極
面
も
あ
た
え
在
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
労
農
派
の
独
自
性
は
、
一
義
的
に
近
代
的
K
解
釈
さ
れ
た
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
障
の
適
用
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

明
治
以
降
の
農
民
的
土
地
所
有
を
腔
史
的

l
範
際
的
に
近
代
的
な
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
土
地
所
有
だ
と
み
た
し
、
講
座
派
の
積
極
回
(
農
民

的
農
業
革
命
一
般
の
立
場
)
を
拒
否
し
た
点
に
あ
っ
た
の
て
あ
る
。

『
資
本
論
』
に
お
け
る
『
農
民
的
分
割
地
所
有
』
範
臨

第
七
十
九
巻

部
四
号

五




